
2025（令和７）年１⽉
消費者庁⾷品表⽰課

栄養成分表⽰に関する改正案について



栄養成分表⽰
1⾷分（○ｇ）当たり

熱量
たんぱく質
脂質
炭⽔化物
⾷塩相当量

○kcal
○ｇ
○ｇ
○ｇ
○ｇ

100g当たり、100ml当
たり、１個当たり、１⾷
分当たりなど、それぞれ
の単位ごとに栄養成分の
含有量が表⽰される。

<表⽰の単位>

⾼⾎圧予防の観点から、
⾷塩摂取量の⽬標と⽐較
しやすくなった。

ナトリウムの含有量は
⾷塩相当量として表⽰。

<推奨表⽰>
脂質のうち「飽和脂肪

酸」、炭⽔化物のうち
「⾷物繊維」は、⽇本⼈
の摂取状況や⽣活習慣病
予防との関連から表⽰す
ることが推奨される成分
である。

<任意表⽰>
ミネラル（カルシウム、鉄など）、

ビタミン（ビタミンA、ビタミンCなど）、
n-３系脂肪酸、n-６系脂肪酸、コレステ
ロール、糖質及び糖類は、任意で表⽰さ
れる。

⾷品表⽰法により、表
⽰が義務付けられた５つ
の項⽬である。

これらは、⽣活習慣病
予防や健康の維持・増進
に深く関わる重要な成分
である。

<義務表⽰>

※熱量はエネルギーと表⽰できる。

⾷品表⽰制度における栄養成分表⽰
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≪概要≫ 栄養成分表示に関する改正案について

 「別表第９ 」：⾷物繊維における許容差の範囲等の⾒直し。
ビタミンB群における測定法の追加。

 「別表第10」：⽇本⼈の⾷事摂取基準（2025年版）の公表
を踏まえた栄養素等表⽰基準値の⾒直し。  

 「別表第12」：栄養素等表⽰基準値の⾒直しに伴う、栄養成分
の補給ができる旨の表⽰の基準値の⾒直し。
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表⽰された⼀定の値が許容差の範囲を超える可能性がある場合、合理的な推定により得
られた値として表⽰することも可能です。しかしながら、栄養強調表⽰（低カロリー、減塩
等の表⽰）をする場合、強調する熱量及び栄養成分など、全ての成分について、合理的な推定
により得られた値による表⽰はできません。

⼀定の値
⾷品表⽰基準で定められ

た⽅法※１で得られた値が、
表⽰された値を基準として
許容差の範囲内※２にある
必要があります。

例えば、熱量の許容差の範囲は
±20％なので、この例の場合、⾷
品表⽰基準で定められた⽅法※１で
得られた値が、80〜120kcalの範
囲内にある必要があります。

※１ ⾷品表⽰基準別表第９第３欄に掲げられた測定及び算出の⽅法
※２ ⾷品表⽰基準別表第９第４欄に掲げられた許容差の範囲

下限値及び上限値
⾷品表⽰基準で定められた

⽅法※１で得られた値が、表⽰
された下限値及び上限値の範
囲内にある必要があります。

値の幅については、根拠に
基づき適切に設定します。

例えば、この場合、⾷品表⽰基準で
定められた⽅法※１で得られた値が、20
〜25gの範囲内にある必要があります。

表⽰する値は「⼀定の値」⼜は「下限値及び上限値」で表⽰します

栄養成分表⽰
1個当たり

100kcal熱量
0.3gたんぱく質
0.2g脂質
20〜25g炭⽔化物
0.2g⾷塩相当量
450㎎ビタミンＣ

栄養
成分
表⽰
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０と表⽰すること
ができる量許容差の範囲測定及び算出の⽅法表⽰の

単位
栄養成分
及び熱量

0.5 g
±20％（ただし、当該⾷品100g当たり
（清涼飲料⽔等にあっては、100ml当た
り）のたんぱく質の量が2.5g未満の場合
は±0.5g）

窒素定量換算法gたんぱく質

0.5 g
±20％（ただし、当該⾷品100g当たり
（清涼飲料⽔等にあっては、100ml当た
り）の脂質の量が2.5g未満の場合は
±0.5g）

ゲルベル法⼜は溶媒抽出-重量法g脂質

0.1 g
±20％（ただし、当該⾷品100g当たり
（清涼飲料⽔等にあっては、100ml当た
り）の飽和脂肪酸の量が0.5g未満の場合
は±0.1g）

ガスクロマトグラフ法g飽和脂肪酸

±20％ガスクロマトグラフ法ｇｎ-３系脂肪酸
±20％ガスクロマトグラフ法ｇｎ-６系脂肪酸

５mg
±20％（ただし、当該⾷品100ｇ当たり
（清涼飲料⽔等にあっては、100ｍｌ当
たり）のコレステロールの量が25mg未
満の場合は±５mg)

ガスクロマトグラフ法mgコレステロール

0.5ｇ
±20％（ただし、当該⾷品100ｇ当たり
（清涼飲料⽔等にあっては、100ｍｌ当
たり）の炭⽔化物の量が2.5ｇ未満の場
合は±0.5ｇ）

当該⾷品の質量から、たんぱく質、脂質、灰分及び
⽔分の量を控除して算定すること。この場合におい
て、たんぱく質及び脂質の量にあっては、第１欄の
区分に応じ、第３欄に掲げる⽅法により測定し、灰
分及び⽔分の量にあっては、次に掲げる区分に応じ、
次に定める⽅法により測定すること。

１ 灰分 酢酸マグネシウム添加灰化法、直接灰
化法⼜は硫酸添加灰化法

２ ⽔分 カールフィッシャー法、乾燥助剤法、
減圧加熱乾燥法、常圧加熱乾燥法⼜はプラスチック
フィルム法

ｇ炭⽔化物

⾷品表⽰基準（別表第９）について（１）
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０と表⽰すること
ができる量許容差の範囲測定及び算出の⽅法表⽰の単位栄養成分

及び熱量

0.5ｇ
±20％（ただし、当該⾷品100ｇ
当たり（清涼飲料⽔等にあって
は、100ｍｌ当たり）の糖質の量
が2.5ｇ未満の場合は±0.5ｇ）

当該⾷品の質量から、たんぱく質、脂質、⾷物繊維、
灰分及び⽔分の量を控除して算定すること。この場
合において、たんぱく質、脂質及び⾷物繊維の量に
あっては、第１欄の区分に応じ、第３欄に掲げる⽅
法により測定し、灰分及び⽔分の量にあっては、炭
⽔化物の項の第３欄の１及び２に掲げる区分に応じ、
１及び２に定める⽅法により測定すること。

ｇ糖質

0.5ｇ
±20％（ただし、当該⾷品100ｇ
当たり（清涼飲料⽔等にあって
は、100ｍｌ当たり）の糖類の量
が2.5ｇ未満の場合は±0.5ｇ）

ガスクロマトグラフ法⼜は⾼速液体クロマトグラフ
法ｇ

糖類（単糖類⼜は
⼆糖類であって、
糖アルコールでな
いものに限る。）

±20％プロスキー法⼜は⾼速液体クロマトグラフ法ｇ⾷物繊維
＋50％、−20％原⼦吸光光度法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法mg亜鉛
＋50％、−20％原⼦吸光光度法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法mgカリウム

＋50％、−20％過マンガン酸カリウム容量法、原⼦吸光光度法⼜は
誘導結合プラズマ発光分析法mgカルシウム

＋50％、−20％原⼦吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分析法⼜は
誘導結合プラズマ質量法μｇクロム

＋50％、−20％蛍光光度法、原⼦吸光光度法⼜は誘導結合プラズマ
質量法μｇセレン

＋50％、−20％オルトフェナントロリン吸光光度法、原⼦吸光光度
法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法mg鉄

＋50％、−20％原⼦吸光光度法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法mg銅

５mg

±20％（ただし、当該⾷品100ｇ
当たり（清涼飲料⽔等にあって
は、100ml当たり）のナトリウム
の量が25mg未満の場合は±５
mg）

原⼦吸光光度法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法

mg（1,000mg
以上の量を表
⽰する場合に
あっては、ｇ
を含む。）

ナトリウム

⾷品表⽰基準（別表第９）について（２）
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０と表⽰すること
ができる量許容差の範囲測定及び算出の⽅法表⽰の

単位
栄養成分
及び熱量

＋50％、−20％原⼦吸光光度法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法mgマグネシウム
＋50％、−20％原⼦吸光光度法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法mgマンガン
＋50％、−20％誘導結合プラズマ質量分析法⼜は誘導結合プラズマ発光分析法μｇモリブデン
＋50％、−20％滴定法、ガスクロマトグラフ法⼜は誘導結合プラズマ質量法μｇヨウ素

＋50％、−20％バナドモリブデン酸吸光光度法、モリブデンブルー吸光光度法
⼜は誘導結合プラズマ発光分析法mgリン

＋80％、−20％⾼速液体クロマトグラフ法⼜は微⽣物学的定量法mgナイアシン
＋80％、−20％微⽣物学的定量法mgパントテン酸
＋80％、−20％微⽣物学的定量法μｇビオチン
＋50％、−20％⾼速液体クロマトグラフ法⼜は吸光光度法μｇビタミンＡ
＋80％、−20％⾼速液体クロマトグラフ法⼜はチオクローム法mgビタミンＢ１

＋80％、−20％⾼速液体クロマトグラフ法⼜はルミフラビン法mgビタミンＢ２

＋80％、−20％微⽣物学的定量法mgビタミンＢ６

＋80％、−20％微⽣物学的定量法μｇビタミンＢ12

＋80％、−20％２，４−ジニトロフェニルヒドラジン法、インドフェノール・
キシレン法、⾼速液体クロマトグラフ法⼜は酸化還元滴定法mgビタミンＣ

＋50％、−20％⾼速液体クロマトグラフ法μｇビタミンＤ
＋50％、−20％⾼速液体クロマトグラフ法mgビタミンＥ
＋50％、−20％⾼速液体クロマトグラフ法μｇビタミンＫ
＋80％、−20％微⽣物学的定量法μｇ葉 酸

５kcal
±20％（ただし、当該⾷品100
ｇ当たり（清涼飲料⽔等にあっ
ては、100ml当たり）の熱量が
25 kcal未満の場合は±５kcal）

修正アトウォーター法kcal熱量

⾷品表⽰基準（別表第９）について（３）
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食物繊維の許容差の範囲等について

8

2023（令和５）年度に国内７か所の分析試験機関において、９種類
の栄養成分に関する分析試験を⾏い、測定値の試験室間誤差を検討。

 ⾷物繊維については、低含有量である場合、⼤きな試験室間誤差が
⽣じるため、①許容差の範囲の⾒直し、②０と表⽰することができ
る量の規定を追加する等、⾷品表⽰基準別表第９に規定している許
容差の範囲等を改正予定。

０と表⽰
することが
できる量 

許容差の範囲 
測定及び

算出の⽅法 
表⽰の
単位 

栄養成分
及び熱量 

 ±20％ 現⾏ プロスキー法
⼜は⾼速液体
クロマトグラ
フ法 

ｇ ⾷物繊維 

0.5ｇ ±20％ 
（ただし、当該⾷品100g当たり
（清涼飲料⽔等にあっては、
100ml当たり）の⾷物繊維の量
が2.5g未満の場合は±0.5g） 

改正案



対応⽅策※測定及び算出の⽅法栄養成分及び熱量
⾷品表⽰基準別表第９第３欄にお
ける分析⽅法を統合整理溶媒抽出−重量法※１脂質

同基準別表第９第３欄に追加誘導結合プラズマ質量法※１クロム、セレン、
ヨウ素

詳細な分析⽅法等の検討が必要⾼速液体クロマトグラフ法ビタミンB群
⽇本⾷品標準成分表2020年版（⼋
訂）分析マニュアルにおける分析
⽅法の確認が必要

ヘキサン−イソプロパノール法※２脂質（卵、卵製品）
AOAC.2011.25法※２⾷物繊維

栄養成分等の測定及び算出の方法について

2020（令和２）年度に｢⾷品表⽰基準における栄養成分等の分析⽅
法等に係る調査検討事業｣を実施し、次の対応⽅策を提⾔。

2023（令和５）年度にビタミンB群における⾼速液体クロマトグラ
フ法について検討を⾏ったため、⾷品表⽰基準別表第９に規定して
いる栄養成分等の測定及び算出の⽅法を改正予定。

※1 2022（令和４）年３⽉に｢⾷品表⽰基準別表第９第３欄｣及び｢⾷品表⽰基準について 別添 栄養成分
等の分析⽅法等｣に追加

※2 2022（令和４）年８⽉に｢⾷品表⽰基準について 別添 栄養成分等の分析⽅法等｣に追加
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０と表⽰する
ことができる

量
許容差の範囲測定及び算出の⽅法表⽰の単位栄養成分

及び熱量

+80％、
ｰ20％

微⽣物学的定量法現⾏mgパントテン酸

微⽣物学的定量法⼜は
⾼速液体クロマトグラ
フ法

改正案

+80％、
ｰ20％

微⽣物学的定量法現⾏mgビタミンB6

微⽣物学的定量法⼜は
⾼速液体クロマトグラ
フ法

改正案

+80％、
ｰ20％

微⽣物学的定量法現⾏μgビタミンB12

微⽣物学的定量法⼜は
⾼速液体クロマトグラ
フ法

改正案

栄養成分等の測定及び算出の方法（別表第９）の現行と改正案
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≪概要≫ 栄養成分表示に関する改正案について

 「別表第９ 」：⾷物繊維における許容差の範囲等の⾒直し。
ビタミンB群における測定法の追加。

 「別表第10」：⽇本⼈の⾷事摂取基準（2025年版）の公表
を踏まえた栄養素等表⽰基準値の⾒直し。  

 「別表第12」：栄養素等表⽰基準値の⾒直しに伴う、栄養成分
の補給ができる旨の表⽰の基準値の⾒直し。
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コーデックス委員会におけるFOPNLガイドライン
第43回⾷品表⽰部会（2015年）からFOPNLの議論を開始。第46回⾷品表⽰部

会（2021年）において全てのセクションの検討を終了し、栄養表⽰に関するガ
イドライン(CXG 2-1985)の附属⽂書２に「包装前⾯栄養表⽰（Front of pack
nutrition labelling：FOPNL）に関するガイドライン」を位置付けることに合意。
第44回総会（2021年）において当該ガイドラインを承認。

 国内の法律に沿って、任意⼜は義務とすること
ができる。

 各国で政府が推奨するFOPNLは１つだけである
べきである。

 根拠に基づいた国⼜は地域の⾷事ガイダンス若
しくはそれがない場合は健康・栄養政策に沿っ
たものでなければならない。

 FOPNLは政府主導であるべきであるが、⺠間部
⾨、消費者、学界、公衆衛⽣学会などを含む全
ての利害関係者と協働して開発すべきである。

GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING CXG 2-1985,
ANNEX 2: GUIDELINES ON FRONT-OF-PACK NUTRITION LABELLING（コーデックス委員） 12



諸外国におけるFOPNLの取組事例

義務表⽰

任意表⽰

栄養素含有量表⽰型閾値・カテゴリー⼜はスコアリング型

スウェーデン王国 シンガポール共和国

メキシコ合衆国 カナダ タイ王国

イタリア共和国

英国フランス共和国 オーストラリア連邦
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令和５年度 分かりやすい栄養成分表⽰の取組に関する検討会

所 属⽒ 名
公益社団法⼈ ⽇本栄養⼠会 常務理事阿部 絹⼦

東京農業⼤学 総合研究所 教授⽯⾒ 佳⼦

淑徳⼤学 看護栄養学部 栄養学科 講師坂⼝ 景⼦
国⽴研究開発法⼈ 医薬基盤・健康・栄養研究所

国⽴健康・栄養研究所 ⾷品保健機能研究部
⾷品分析・表⽰研究室⻑

⽵林 純
公益社団法⼈

⽇本消費⽣活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会⼾部 依⼦

オール⽇本スーパーマーケット協会 常務理事中村 伸⼀郎

⼀般社団法⼈ Food Communication Compass 代表森⽥ 満樹

⼀般財団法⼈ ⾷品産業センター 参与渡邊 健介

構成員
分かりやすい栄養成分表⽰の取組と

して、我が国における包装前⾯栄養表
⽰（以下「FOPNL」という。）の在り
⽅等について検討を⾏う。

検討項⽬

スケジュール及び進め⽅

分かりやすい栄養成分表⽰の取組等
について、2023（令和５）年度中に３
回程度検討を⾏い、⽇本版FOPNLの基
本的な⽅向性の中間取りまとめを作成
する。

・第１回 2023（令和５）年11⽉２⽇
・第２回 2024（令和６）年１⽉31⽇
・第３回 2024（令和６）年３⽉12⽇

五⼗⾳順・敬称略
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《中間取りまとめ》 我が国におけるFOPNLの検討の⽅向性

 我が国の栄養課題を解決するために重要な栄養成分等として、
⽇本版FOPNLの対象となり得る栄養成分等は、義務表⽰に
位置付けられている熱量、たんぱく質、脂質、炭⽔化物、ナ
トリウムとすること。

 栄養成分等の量の表⽰を利活⽤しやすくするために、対象と
なる栄養成分の量に加え、栄養素等表⽰基準値に占める当該
量の割合を表⽰すること 。

 ⾷品関連事業者の実情を踏まえて⾃主的な取組を推進するた
め、任意表⽰の取組と位置付けた上で、⼀定のルールが必要
であること。
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栄養素等表⽰基準値等の改正について
現在、⾷品表⽰基準の栄養素等表⽰基準値については⾷塩相当量

ではなくナトリウムの量であること、かつ、最新の⽇本⼈の⾷事摂
取基準との整合性が取れていない状況であることなどから、現在、
厚⽣労働省において検討されている⽇本⼈の⾷事摂取基準（2025年
版）の策定を踏まえ、2024（令和６）年度を⽬途に、栄養素等表⽰
基準値を⾒直すこととする。

（「我が国における包装前⾯栄養表⽰の検討の⽅向性」から抜粋）

｢⽇本⼈の⾷事摂取基準（2025年版）｣が、2024（令和６）年10⽉
11⽇に公表されたことを踏まえ、⾷品表⽰基準別表第10に規定し
ている栄養素等表⽰基準値を改正予定。

栄養素等表⽰基準値の改正に際しては、栄養素等表⽰基準値及び
⽇本⼈の⾷事摂取基準等を根拠に基準値を決定している栄養強調
表⽰の基準値（同基準別表第12）も併せて⾒直す。
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栄養素等表⽰基準値について

17

栄養素等表⽰基準値は、厚⽣労働省が定める「⽇本⼈の⾷事摂取
基準」と⼈⼝推計を基にして、18歳以上の性別及び年齢階級別の栄
養素の基準値を性別及び年齢階級ごとの総⼈⼝により加重平均した
値である。

＜加重平均による栄養素等表⽰基準値の算出⽅法＞
栄養素等表⽰基準値（カルシウムの場合）＝
(男性18〜29歳の指標)×(男性18〜29歳の総⼈⼝) … +(⼥性75歳以上の指標)×(⼥性75歳以上の総⼈⼝)

(男性18〜29歳の総⼈⼝) … + (⼥性75歳以上の総⼈⼝)

800mg/⽇(男性18〜29歳の推奨量※)×7,696千⼈ … + 600mg/⽇(⼥性75歳以上の推奨量)×12,096千⼈
=

7,696千⼈ … + 12,096千⼈

≒ 700 mg
※ 栄養成分によって「⽇本⼈の⾷事摂取基準」における推奨量以外にも、同基準における⽬標量、

⼜は国⺠健康・栄養調査の結果等を⽤いて算出している。



栄養素等表⽰基準値（別表第10）の現⾏と改正案

18

改正案現行単位
栄養成分
及び熱量改正案現行単位

栄養成分
及び熱量

3.23.8mgマンガン8581gたんぱく質
2525µｇモリブデン7062g脂質
140130µｇヨウ素1716g飽和脂肪酸
900900mgリン2.02.0gn-3系脂肪酸
1313mgナイアシン10.09.0gn-6系脂肪酸
5.54.8mgパントテン酸320320g炭水化物
5050µｇビオチン2019g食物繊維
770770µｇビタミンA8.58.8mg亜鉛
1.01.2mgビタミンB12,8002,800mgカリウム
1.41.4mgビタミンB2700680mgカルシウム
1.31.3mgビタミンB61010µｇクロム
4.02.4µｇビタミンB122828µｇセレン
100100mgビタミンC6.56.8mg鉄
9.05.5µｇビタミンD0.80.9mg銅
6.56.3mgビタミンE2,7002,900mgナトリウム
150150µｇビタミンK7.0なしg（食塩相当量）
240240µｇ葉酸320320mgマグネシウム
2,2002,200kcalエネルギー現⾏から増える値：⾚字 現⾏から減る値：⻘字



「○％減塩」、「塩分控えめ」等の
栄養強調表⽰を⾏っている⾷品がある。

栄養強調表示

低い旨の表⽰となる 低減された旨の表⽰となる

《栄養強調表⽰の表⽰例 》
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<栄養成分の補給ができる旨の表⽰>
強化された旨含む旨⾼い旨

• ⽐較対象⾷品と基準値以上の絶対差
• 25%以上の相対差（たんぱく質及び⾷物

繊維のみ）

含む旨の基準値以
上

⾼い旨の基準値以上基準

• ○○30%アップ
• ○○２倍

• ○○源
• ○○供給
• ○○含有

• ⾼○○
• ○○豊富

表現例

たんぱく質、⾷物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシ
ン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B１、B２、B６、B12、C、D、E、K及び葉酸

該当する
栄養成分
<栄養成分⼜は熱量の適切な摂取ができる旨の表⽰>

低減された旨低い旨含まない旨
• ⽐較対象⾷品と基準値以上の絶対差
• 25%以上の相対差（ただし、みそは15%、

しょうゆは20%）

低い旨の基準値以
下

含まない旨の基準値
未満

基準

• ○○30%カット
• ○○10gオフ
• ○○ハーフ

• 低○○
• ○○控えめ
• ○○ライト

• 無○○
• ○○ゼロ
• ノン○○

表現例

熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム該当する
栄養成分等

20

栄養強調表⽰に関するルール

<糖類⼜はナトリウム塩を添加していない旨の表⽰> 表現例：砂糖不使⽤、糖類無添加



栄養素等表⽰基準値と栄養強調表⽰との関係

強化された旨⾼い旨含む旨単位栄養成分
及び熱量

・「含む旨」以上の
絶対差

・対象⾷品と25％以
上の相対差

同基準値の20％栄養素等表⽰基準値の10％100 gたんぱく質
同基準値の10％栄養素等表⽰基準値の５％100 ml 
同基準値の10％栄養素等表⽰基準値の５％100 kcal
６ｇ３ｇ100 g⾷物繊維
３ｇ1.5ｇ100 ml
３ｇ1.5ｇ100 kcal

・同基準値の10％以
上の絶対差

同基準値の30％栄養素等表⽰基準値の15％100 gビタミン類、
ミネラル類
（ナトリウ
ムを除く）

同基準値の15％栄養素等表⽰基準値の7.5％100 ml
同基準値の10％栄養素等表⽰基準値の５％100 kcal

21※ 「栄養及び健康強調表⽰の使⽤に関するガイドライン」において、⾷物繊維は規定されていない。

栄養強調表⽰の補給ができる旨の表⽰に係る基準値は、コーデッ
クス委員会の定める「栄養及び健康強調表⽰の使⽤に関するガイド
ライン（CXG 23-1997）」の栄養参照量と栄養素含有量強調表⽰と
の関係※を基に、栄養素等表⽰基準値から算出されている。
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栄養強調表⽰（別表第12）の現⾏と改正案
強化された旨（100g当たり）⾼い旨（100g当たり）含む旨（100g当たり）単位栄養成分 改正案現⾏改正案現⾏改正案現⾏

8.58.117.016.28.58.1gたんぱく質
336633g⾷物繊維

0.850.882.55 2.641.28 1.32mg亜鉛
280280840840420420mgカリウム
7068210204105102mgカルシウム

0.650.681.95 2.040.98 1.02mg鉄
0.080.090.24 0.270.12 0.14mg銅
323296964848mgマグネシウム
1.31.33.9 3.91.951.95 mgナイアシン

0.55 0.481.651.440.830.72mgパントテン酸
5515157.57.5µgビオチン
7777231231116 116µgビタミンA

0.100.120.300.360.150.18mgビタミンB1
0.140.140.42 0.420.210.21mgビタミンB2
0.130.130.39 0.390.20 0.20 mgビタミンB6
0.400.241.20 0.720.60 0.36µgビタミンB12
101030301515mgビタミンC

0.90 0.552.70 1.651.350.83µgビタミンD
0.65 0.631.95 1.890.98 0.95mgビタミンE
1515454522.522.5µgビタミンK
242472723636µg葉酸

現⾏から増える値：⾚字 現⾏から減る値：青字




